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国土交通省では、ETC2.0プローブ情報等のプローブデータを道路施策で活用する取り組みを進めている。

幹線道路の交通安全対策では、ETC2.0プローブ情報等から得られる急減速データを活用し、潜在的事故危

険箇所を抽出する試みを開始した。 
急減速データには、衝突を回避する為の減速行動をとった事象が含まれているという特徴がある。一方

で、衝突を回避する為であるかを問わず、一定の前後加速度以下の減速行動が発生した際の位置などを記

録したものである為、その中には、危険な事象以外も含まれていると考えられる。また、危険な事象の形

態によっては急減速が発生せず、急減速データによって潜在的な危険性が評価できないものが存在すると

考えられる。その為、急減速データの活用時には、これら特徴を理解した上で、適切に取り扱う事が肝要

である。 
そこで本研究では、ドライブレコーダデータを分析することにより上記に対して、急減速と危険事象の

発生特性と発生形態の把握を行った。具体的には、急減速データで収集してしまう非危険事象および、急

減速データで収集可能な危険事象と収集できない危険事象について、位置や道路規格等による発生特性の

把握と発生形態の整理を行った。 
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1. はじめに 

 

国土交通省では、ETC2.0プローブ情報等のプローブデ

ータを道路施策で活用する取り組みを進めている。幹線

道路の交通安全対策では、潜在的事故危険箇所の選定へ、

ETC2.0プローブ情報等から得られる急減速が発生した際

に収集されるデータ（以下「急減速データ」という）を

活用する試み1）を進めている。  

急減速データには、自動車がある一定の前後加速度以

下で減速を行った際の地点や加速度強度などの情報が含

まれている。これには、交通安全における危険な事象の

一つである“急ブレーキによる衝突を回避する行動”が

含まれるという特徴がある。その危険な事象を観測する

ことで潜在的な危険箇所を抽出するという交通安全対策

への活用が進められる。 

その一方で、ここで用いている急減速データは衝突を

回避する為であるかを問わず、一定の前後加速度以下の

減速行動が発生した際の位置などを記録したものである

為、その中には、衝突を回避する為の急減速以外も含ま

れていると考えられる。例えば、自動車が信号交差点に

進入する際、停止線直前で信号が赤に変わり、停止の為

に強いブレーキを踏むといった事象が含まれると考えら

れる。 

また、全ての衝突を回避する為の行動で自動車の急減

速が発生している訳ではないと想定される。例えば、狭

小幅員の生活道路で自動車と自転車がすれ違う際に、自

動車が弱い減速やハンドル操作によって接触を回避する

事象や、自転車が接触を回避する為に急停止をするとい

った事象（ETC2.0 プローブ車載器を搭載しない当事者

のブレーキ）などが含まれると考えられる。 

第 59 回土木計画学研究発表会・講演集73



 

 2

 

図-1 急減速事象と危険事象の領域と集合イメージ 

前者の例では、潜在的な事故の危険性が低い箇所が危

険箇所として抽出され、後者の例では、特定の危険な事

象が多発する潜在的事故危険箇所が、対策箇所として抽

出されないという問題が生じる可能性がある。 

その為、ETC2.0プローブ情報等から得られる急減速デ

ータを活用した潜在的事故危険箇所への効果的・効率的

な対策を推進する為には、どのような危険でない事象で

急減速が発生するか、どのような危険事象の場合に急減

速が発生しないか等の、急減速データの特徴を理解した

上で、適切に取り扱う事が肝要である。 

そこで本研究では、「前後加速度が-0.25G以下となる

急ブレーキが発生した事象」を“急減速事象”、「急ブ

レーキ等で事故を回避する行動や、当事者同士が急接近

する等の衝突の危険性があった事象」を“危険事象”、

また「前後加速度が-0.25G以下の急ブレーキが発生した

が、事故の回避や衝突の危険などが見られなかった事象」

を“非危険事象”とし、ドライブレコーダデータを用い

て急減速事象と危険事象の特徴整理と発生形態の把握を

行う。具体的には、急減速データで収集してしまう非危

険事象（図-1中A）、急減速データで収集可能な危険事

象（図-1中B）、収集が難しい危険事象（図-1中C）につ

いて、道路規格や位置等による発生特性を分析し、その

結果を用いてそれぞれに該当する発生形態を整理する。 

 

2. ドライブレコーダデータの分析と急減速事象

と危険事象の発生形態の把握方法 

 

ここでは、本研究の成果を適用させる ETC2.0 プロー

ブ情報の内容、及び分析に使用した 2つのドライブレコ

ーダデータの内容について紹介する。次に、関連する研

究に関するレビューを行う。最後に、ドライブレコーダ

データを用いた急減速と危険事象の発生形態の特徴把握

方法について説明する。 

 

(1) ETC2.0プローブ情報の内容 

ETC2.0プローブ情報は、国土交通省が展開するETC2.0

サービスの過程で、専用の車載器を搭載した多くの車両

（平成31年1月末時点で車載器の普及台数約3,484万台2））

により計測したデータを、24時間365日収集するビッグ

データである。 

このETC2.0プローブ情報は、車両の経路等を収集する

走行履歴データおよび、前後加速度や左右加速度等があ

る閾値(前後加速度は-0.25G)を超えた際に、その位置等

を記録する挙動履歴データで構成されている。この挙動

履歴データのうち、前後加速度が閾値(主に-0.30G)を下

回る、比較的強いブレーキが発生した際に収集されたデ

ータを急減速データとして、潜在的事故危険箇所の抽出

等に活用している。 

ETC2.0プローブ情報から得られる急減速データに含ま

れる情報は、最小前後加速度、及び最小前後加速度が記

録された瞬間の位置（緯度経度）、速度、左右加速度、

ヨー角速度、進行方向等である。 

 

(2) 分析するドライブレコーダデータの内容 

a) イベント記録型ドライブレコーダデータ 

 イベント記録型ドライブレコーダは、強い急減速等が

起きた際に、動画や加速度を記録するものであり、デー

タ1件毎に、前後加速度等が閾値を超えた瞬間の前10秒

及び後5秒の速度、前後加速度、左右加速度、前方映像

が記録されている。このデータを用いることで急減速デ

ータにより観測可能な危険事象(図-1中B)と非危険事象

(図-1中A)の発生形態の整理が可能である。 

分析に使用したドライブレコーダデータは、東京農工

大学が管理するヒヤリハットデータベース3）に含まれる、

静岡県内を走行するタクシーに搭載されたドライブレコ

ーダから2008年3月～2013年5月の間に収集された合計で

55,935件のデータである。 

なお、データベースを管理する東京農工大学において、

各データの前方映像を確認し、収集された事象を類型化

（事故・ヒヤリハット・単なる急ブレーキ・段差等・客

のせの為の急ブレーキ・機器異常）している。このうち

“ヒヤリハット”は事故の危険事象である。また、“単な

る急ブレーキ”は、事故には関連のない事象であり、交

差点における赤信号での停止等が含まれる。このデータ

から、ETC2.0プローブ情報では収集されない最小加速度

が-0.25G以上を除くと“ヒヤリハット”は11,707件、“単な

る急ブレーキ” は8,182件であり、本研究ではこれらを用

いて分析を行う。 

b) 常時記録型ドライブレコーダデータ 

 常時記録型ドライブレコーダは、走行中や駐車中の動

画や加速度を常に記録するものであり、データ1件毎に、

数十秒～数分間の緯度経度、速度、前後加速度、左右加

速度、前方映像がmp4形式で記録されている。急減速の

大小に関わらず危険事象を観測可能である為、このデー

タを用いることで急減速データにより観測可能な危険事

象(図-1中B)と急減速データにより観測できない危険事象

第 59 回土木計画学研究発表会・講演集



 

 3

 
図-2ドライブレコーダデータ準備フロー 

 

データ件数 目視確認データ件数 抽出率 

危険事象 11,707 1,350 11.5% 

非危険事象 8,182 650 7.9% 
表-1目視確認実施サンプル数と抽出率 

■イベント記録型
ドライブレコーダデータ

ヒヤリハット(危険事象):11,707件
単なる急ブレーキ(非危険事象):8,182件

ヒヤリハット(危険事象):約1,350件
単なる急ブレーキ(非危険事象):約650件

対象外

最小前後加速度≦-0.25G

ランダム抽出対象

No

Yes

Yes

No

総55,935件のうち
ヒヤリハット(危険事象):12,355件
単なる急ブレーキ(非危険事象):8,436件

対象外

約2,000件に対し、発生状況を整理
・危険事象･非危険事象の別
・事象の発生要因
・最小前後加速度
・最小前後加速度が発生した位置
・中央線や歩道の有無

■常時記録型
ドライブレコーダデータ

約2,000時間分の走行時データ

約500件の危険事象

対象外

ランダム抽出対象

危険事象か
(複数人で目視確認)

No

Yes

Yes

No

総3,000時間分の走行時データ

対象外

約500件に対し、発生状況を整理
・危険事象発生時の時刻
・事象の発生要因
・発生前後2秒間の最小前後･左右加速度
・最小前後加速度が発生した位置
・事象発生時の速度(ブレーキ開始前速度)
・中央線や歩道の有無

(図-1中C)の発生形態の整理が可能である。しかし一方で、

一般的には前方画角のみの動画データであるため、車両

側方で発生する危険事象の観測は難しい。 

分析に使用したドライブレコーダデータは、関電サー

ビス株式会社が保有する営業車両に設置されたドライブ

レコーダで、2015年8月～2018年5月の間に収集された、

合計で約2,000時間の車両走行時のデータである。この

データから目視確認等により、急減速の発生有無に関わ

らず約500件の危険事象を抽出した。本研究ではこれを

用いて分析を行う。 

なお、このデータは、関電サービス株式会社が近畿地

方各県に持つ営業所の所員が、担当するエリア内を検針、

用地交渉等の目的で走行する際に記録されたものである。 

 

(3) 関連する既往研究のレビュー 

イベント記録型ドライブレコーダデータを活用した研

究はこれまで数多く行われている。原田ら4）は歩道にお

ける自転車の双方向通行に着目したヒヤリハットの発生

特性を分析した。また、萩原ら5）は右折車と横断歩行者

との錯綜を分析し、右折車と横断歩行者の衝突の危険性

示す指標の検証を行った。上記のように、研究の多くは、

データに含まれるヒヤリハットや錯綜、危険運転等の危

険事象に着目したものが多い。 

一方で、効率的な危険事象のデータ収集の為に、イベ

ント記録型ドライブレコーダデータに混在している危険

事象と非危険事象のデータを、その特性から分類する研

究がなされている。今長ら6)は、前後加速度やその変化

から自動でニアミス事象を抽出する手法を提案した。さ

らに久保ら7)は、左右、前後、上下方向の加速度波形の

標準偏差を用いることによりヒヤリハット等を分類する

手法を提案した。また、尾崎ら8）は、ETC2.0プローブ情

報から得られる急減速データから危険事象を見極める方

法を提案している。 

また、常時記録型ドライブレコーダデータを活用した

研究は数少ない。ポンサトーンら9）はドライバーが交差

点を右折する際の運転特性を計測し、不安全な運転行動

の特徴の把握を行った。また、安藤ら10）は、交通違反

等の危険運転に着目し、個人属性や場所・時間帯での発

生傾向の把握を行った。いずれも、危険事象の発生の前

段に位置する不安全行動が観測可能であるというデータ

特性に着目し、上記データを活用している。 

以上のように、イベント記録型ドライブレコーダデー

タは危険事象の特性分析への活用が主流であり、常時記

録型ドライブレコーダデータは個車の運転特性の分析へ

活用されてきた。 

 

 

 

(4) 2つのドライブレコーダデータを用いた急減速と危

険事象の発生形態の把握方法 

本研究の目的は、イベント記録型および常時記録型の

2つのドライブレコーダデータの特徴に着目し、急減速

事象と危険事象の発生特性と発生形態の把握を行うこと

である。 

検討方法としては、a)イベント記録型ドライブレコー

ダデータに含まれるデータから急減速データで観測可能

な危険事象と非危険事象の発生特性･発生形態の整理を

行い、b)常時記録型ドライブレコーダデータに含まれる

データから、急減速データで観測可能な危険事象と急減

速データで観測できない危険事象の発生特性･発生形態

の整理を行う。そこで本研究では、それぞれのドライブ

レコーダデータに含まれる個々の急減速事象および危険

事象を目視確認、データベースを作成しその発生状況を

整理分析した。 

a) イベント記録型ドライブレコーダデータ 

分析に用いるデータ準備の為のフローを図-2に示す。 

本研究では、ETC2.0プローブ情報で収集される最小加

速度が-0.25G以下にデータを限定した。その上で“ヒヤ

リハット”に分類されたものを危険事象、“単なる急ブ

レーキ”に分類されたものを非危険事象として取り扱っ

た。さらにその中から危険事象（約1,350件）、非危険

事象（約650件）をランダムに抽出し、そのデータを対

象に、目視確認による発生状況の整理を行った。 

個々のドライブレコーダデータから整理する発生状況
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図-3 ドライブレコーダデータでの事象収集状況 

 

 
図-4 急減速発生位置別の危険事象発生率(イベント記録型) 

 

 
図-5 交差点流入部における非危険事象の挙動内訳 

(イベント記録型) 

 
図-6 危険事象発生位置別の急減速事象発生率(常時記録型) 

 

 
図-7 急減速を伴わない危険事象の挙動内訳 

(常時記録型) 
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については、危険事象･非危険事象の別、事象の発生要

因、最小前後加速度、最小前後加速度が発生した位置

（単路部、交差点流入部、交差点内）、中央線や歩道の

有無とした。なお交差点の範囲は、横断歩道が有る場合

は横断歩道を含む範囲、横断歩道が無い場合はすみ切り

部分を含む範囲とした。交差点流入部は、交差点の端部

から手前30m程度の区間とした。 

b) 常時記録型ドライブレコーダデータ 

分析に用いるデータ準備の為のフローを図-2に示す。

ランダムに抽出をした 2,000 時間の車両走行時のデータ

から、目視確認により、急減速の発生有無に関わらず約

500件の危険事象を抽出し、発生状況の整理を行った。 

整理する発生状況については、危険事象発生時の時刻、

事象の発生要因、危険事象発生時前後2秒間の最小前後･

左右加速度、最小前後加速度が発生した位置（単路部、

交差点流入部、交差点内）、危険事象発生時の速度（減

速がある場合はブレーキ開始前の速度）、中央線や歩道

の有無とした。 

なお、抽出された危険事象が、事故の危険性がある事

象であったかの客観性については、目視作業員の判定基

準の共有（“すれ違い時に接触の危険がありヒヤリとす

る”等の具体な状況を数ケース設定し、事前に作業員に

説明）を図った上、選定された同一の映像を複数人で確

認･評価することにより担保した。 

 

3.  急減速事象と危険事象の発生特性と発生形態 

  

ここでは、まず2つのドライブレコーダデータを用い

て、危険事象と急減速事象の発生傾向が道路規格(幹線

道路･生活道路)・発生位置・発生形態によってどのよう

に異なるか分析、考察する。次に、上記の知見を用いて

図-1で示した危険事象と急減速事象の領域と集合に対し、

どのような発生形態が該当するか整理を行う。 

 

 (1) 危険事象と急減速事象の発生特性 

図-3にそれぞれのドライブレコーダデータで収集され

た急減速事象・危険事象の構成割合を示す。なお以降の

結果では、イベント記録型のデータについて、表1に示

す抽出率と目視確認したデータ件数から、危険事象及び

非危険事象全数におけるデータ件数を推計し、その件数

を用いて危険事象と非危険事象の構成割合を分析してい

る。また、イベント記録型と常時記録型ともに、分析に

用いたデータは、目視確認により発生状況を整理したサ

ンプルから欠損等のデータ異常やタクシー特有の挙動(U

ターン等)を除外したものを対象としている。結果とし

て、イベント記録型（急減速事象の構成）では、危険事

象が全体の6割となり、常時記録型（危険事象の構成）

では急減速事象が全体の6割となった。この結果から、
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図-8急減速を伴わない危険事象:ハンドルによる回避における

左右加速度(絶対値)帯別の危険事象発生数(常時記録型) 
 

 

図-9危険事象の発生形態別の急減速発生割合(常時記録型) 
 

 

図-10危険事象(相手当事者の停止)のイメージと事例 
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急減速データに含まれる危険事象はその6割であり、急

減速データでは常時記録型で実際に観測できた危険事象

の6割しか補足できていないということが言える。 

次に、イベント記録型のデータを用いて、急減速事象

における危険事象発生率の発生位置別の傾向について分

析を行った。その結果を図-4に示す。なお、幹線道路と

生活道路の分類は事象発生時の道路が「中央線有りかつ

歩道有り」の場合を幹線道路、それ以外を生活道路とし

ている。結果として、幹線道路・生活道路ともに交差点

内や単路部で起きた急減速はそのほとんどが危険事象で

ある一方、交差点流入部においては約3割であり、非危

険事象は交差点流入部で主に発生している。そこで、交

差点流入部で発生した非危険事象発生時の挙動について

図-5の通り分析を行った。幹線道路における非危険事象

には、信号停止の為の減速や右左折の為の減速が主に含

まれ、生活道路における非危険事象には一時停止の為の

減速が主に含まれている。道路規格に依存する交差点制

御の方式や走行速度の傾向によって、交差点流入部での

減速行動が急減速(前後加速度-0.25G以下)となると考え

られる。この結果から、急減速データに含まれる非危険

事象は、そのほとんどが交差点流入部における一時停止

などの減速行動であるといえる。 

続いて、常時記録型のデータを用いて、危険事象にお

ける急減速発生率の発生位置別の傾向について分析を行

った。その結果を図-6に示す。発生位置に関する傾向は

なく、いずれの位置においても3～5割の急減速を伴わな

い危険事象が発生している。次に、急減速が発生しない

危険事象が発生時の挙動について図-7の通り分析を行っ

た。生活道路では弱い減速で回避が半数を占め、幹線道

路ではハンドルによる回避が半数を占め弱い減速による

回避は多くない。これは、道路規格の違いによる走行速

度の差が回避行動の形態の違いに表れているものと考え

られる。また図-7における、急減速を伴わない危険事象

のうち、ハンドルによる回避について左右加速度(絶対

値)帯別の危険事象発生数を図-8の通り集計した。その

結果、7割の危険事象においては、絶対値が0.25Gより小

さな左右加速度で回避をしていた。これは、ETC2.0プロ

ーブ情報における急ハンドル（ 左右加速度の絶対値が

0.25G以上の際に収集される）のデータでは危険事象の7

割が収集されていないことを示す。この結果から、急減

速以外の、ハンドルや弱い減速によって回避する危険事

象は発生位置に関わらず発生しており、これらはETC2.0

プローブ情報に含まれる急ハンドルのデータでも取得で

きていないといえる。 

続いて、常時記録型のデータを用いて、危険事象の発

生形態別の急減速発生割合の分析を行った。その結果を

図-9に示す。自動車や自転車との出会い頭、自動車の割

り込みは急減速が起きやすく、バイク･自転車･歩行者と

のすれ違いは、急減速が起きにくい傾向がみられる。一

方で相手当事者で見ると自動車の場合には比較的急減速

発生率が高いが、歩行者・自転車においては「自転車と

の出合頭」の形態を除き、比較的発生率が低い。特に、

比較的多く見られた図-10のような自転車との出会い頭

やすれ違いは、相手当事者(自転車側)の停止により接触
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図-11急減速事象と危険事象の領域と集合に対する発生形態の整理 

を回避した事象であり、相手当事者が自動車やバイクの

場合と異なり、急減速データでは全く観測できない危険

事象である。一方で、これらの事象のような相手当事者

の回避は、歩行者においても発生していると想定される

が、今回のデータからは確認が出来なかった。想定され

る要因としては、比較的に稀事象であり事象の発生に対

して観測対象時間が少なかった点や、一般的なドライブ

レコーダでは車両側方で発生する危険事象の観測が難し

い点などが挙げられる。これらは研究としての課題であ

る。 

 

 

 

(2)  危険事象と急減速事象の発生形態の分類 

図-9の結果および図-5の結果を基に、急減速事象と危

険事象の領域と集合に対して観測された発生形態を 

図-11 の通り整理した。ここでは便宜上、図-9 における

急減速発生率が 70%以上を「急減速データでほぼ収集可

能な危険事象」、急減速発生率が 40%以上 70%以下を

「急減速データである程度収集可能な危険事象」、急減

速発生率が 40%以下を「急減速データでは収集が難しい

危険事象」として分類、また図-5の結果を「急減速デー

タで収集してしまう非危険事象」として分類し整理を行

った。なお、各形態の図で示す当事者同士の位置関係や

道路状況などの具体なケースは、対象の発生形態で観測

された事象の主要なパターンである。 
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4. まとめ 

 

本研究では、急減速データを活用した潜在的事故危険

箇所への効果的・効率的な対策を推進する為に、急減速

と危険事象の発生特性と発生形態の把握を行った。 

具体的にはイベント記録型および常時記録型の2つの

ドライブレコーダデータの特徴に着目し、急減速事象と

危険事象の発生特性と発生形態の把握を行った。 

発生特性の整理においては下記の結果が得られ、急減

速データを取り扱う際の留意事項となる知見が得られた。 

①急減速データに含まれる危険事象はその6割であり、

急減速データでは常時記録型で実際に観測できた

危険事象のうち6割しか補足できていない 

②急減速データに含まれる非危険事象は、そのほとん

どが交差点流入部における一時停止などの減速行

動である 

③急減速以外の、ハンドルや弱い減速によって回避す

る危険事象は発生位置に関わらず発生しており、

これらはETC2.0プローブ情報に含まれる急ハンドル

のデータでも取得できていない 

一方で、当初想定していた歩行者の停止により接触を

回避する危険事象についての観測が出来なかった点は研

究の課題である。想定される要因としては、比較的に稀

事象であり事象の発生に対して観測対象時間が少なかっ

た点や、ドライブレコーダでは一般的に車両側方で発生

する危険事象の観測は難しい点などが挙げられる。 

発生形態の把握においては、図-13の通り、急減速事

象と危険事象の領域と集合に応じた発生形態を整理した。

これは、急減速データを用いた交通安全対策検討を行う

際に、分析担当者が急減速データで収集可能な発生形態

の理解を援ける等の活用を想定している。 

 また、発生形態の把握では急減速データ活用における

下記の課題を得た。 

①急減速データには危険事象の他、非危険事象も多分

に含まれ、データ活用の際にはこれらを適切に見

極める必要がある 

②急減速データでは特に歩行者･自転車関連の危険事

象を収集できていない為、歩行者･自転車の潜在的

な危険を把握する手法の検討が必要である 

③ETC2.0プローブ情報に含まれるデータでは、弱い減

速やハンドルによる回避等の自動車と相手当事者

の接触の危険をすべて収集できていない為、収集

手法の検討が必要である 

 今後の研究では、上記の課題に取り組む予定である。 
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